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第 ６ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２５年 ６月２０日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市香良洲公民館 ２階 研修室 

 

出 席 部 会 委 員  1 池田 長義・2 太田 義政・3 森 恒利・5 青木 正司・6 赤塚 薫 

7 伊藤 征一・9 大田 武士・10 奥山 勘五郎・13 丹羽 芳久・ 

14 前田 紀男・15 杉谷 正美・16 田中 茂人・20 中川 文博 

22 中林 長一・23 平井 秀次・43 後藤 勝・48 前川 正次 

以上１７名 

 

欠 席 委 員   なし 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平副主幹 

 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査  

 

議 事 録 署 名 者  10 奥山 勘五郎 23 平井 秀次 

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

報告第７号 時効取得による所有権の移転について 

 

報告第８号 農業生産法人の定期報告について 
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議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・その他使用

収益権） 

 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有

権移転） 

 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・使用

貸借） 

 

議案第６号 非農地証明願について 

 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 

 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、議事録署名者を私の方から指名をさせていただきます。１０番 奥

山 勘五郎委員、２３番 平井 秀次委員、よろしくお願いいたします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から第８号

まで、事務局のほうから報告をさせますよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から４まで、件数は４件、合計面積４，５０２㎡で、その内訳は、全

部、田でございます。 

番号１から４まで、これらにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、

借り人の双方の合意に基づき解約をいたしたものであります。 

２ページから４ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

これらにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数は６件、

合計面積は４６，８４４．６１㎡で、その内訳は、田が３９，８４１㎡、畑が

７，００３．６１㎡でございます。 

いずれの案件もあっせん等の希望はございません。 

５ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１及び２とも、駐車場用地でございます。 
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件数は２件、合計面積は４４０㎡で、田でございます。 

６ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１は、駐車場及び資材置場用地、番号２は、建売分譲住宅用地でござい

ます。 

以上件数は２件、合計面積は５，８０２．９１㎡で、その内訳は、田が    

１，２１１．９１㎡、畑が４，５９１㎡でございます。 

７ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１ 太陽光発電設備用地の１件で、面積は、畑で１，７１２㎡でござい

ます。 

８ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１は、一般個人住宅用地、番号２は、駐車場用地、車庫用地、番号３は、

一般個人住宅用地でございます。 

以上件数は３件で、合計面積は６４１㎡で、その内訳は、田が４９３㎡、畑

が１４８㎡でございます。 

９ページをお願いいたします。 

報告第７号 時効取得による所有権の移転についてでございます。 

番号１につきましては、平成５年４月１日より、権利者である    が田と

して利用しており、番号２につきましては、権利者である    が田として利

用しております。 

いずれの案件も２０年間、所有の意思をもって平穏・公然に占有することに

よって、取得時効が完成していると判断されるものであります。 

以上件数は２件、合計面積は１，８２５㎡で、すべて田でございます。 

１０ページをお願いいたします。 

報告第８号  農業生産法人の定期報告についてでございます。 

番号１、法人名      主たる耕作物 ほうれん草、耕作面積 田０．６

ｈａ、畑０．３ｈａです。 

組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件のすべてを満たし

ているものと判断されます。 

以上で説明を終わります。 

 

議  長   はい。ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございま

すので、皆さんよろしくお願いいたします。 

それでは、議案事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可 

・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １１ページから１４ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可 

・所有権移転）でございます。 
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まず、議案の訂正を１件お願いします。 

１２ページになります。番号９で、これにつきましては、議案を送付させて

いただいたあと申請が取り下げられました。申し訳ありませんが、この部分の

抹消をお願いします。 

番号１、地区 白塚、受け人     、面積４，３５１㎡、渡し人     、

面積９７３㎡、申請地 白塚町北永定    、台帳地目・現況地とも田、面積

１８４㎡ 外２筆で、合計面積９７３㎡です。 

これにつきましては、受人は、病気のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区 栗真、受け人     、面積６，９５０㎡、渡し人     、

面積８１．３２㎡、申請地 栗真町屋町南浜    、台帳地目 田、現況地目 

畑、面積７２㎡ 外１筆で合計８１．３２㎡です。 

これにつきましては、受人は、労力不足により離農する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号３、地区 片田、受け人     、面積５，２０４㎡、渡し人     、

面積１１，３５９．１㎡、申請地 片田井戸町樫木    、台帳地目・現況地

目とも田、面積２８㎡ 外１筆で合計９５７㎡  

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接所有農地と

一体的な利用をしようとするものです。 

番号４、地区 上野、受け人     、面積８，１６１㎡、渡し人      

外１名、面積６，１０７㎡、申請地 河芸町上野酒屋垣内    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積７９㎡ 外１筆で合計１０８㎡。 

これにつきましては、営農の拡大のため、渡人に申請地の譲渡を要望したも

のです。 

番号５ 地区 黒田、受け人     、面積２０，５３１㎡、渡し人    、

面積８，７９９㎡、申請地 河芸町浜田小脇    、台帳地目 畑、現況地目 

山林、面積２８１㎡。 

これにつきましては、受人は、病気などのため労力不足の渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号６、地区 黒田、受け人     、面積２０，５３１㎡、渡し人    、

面積３，８３５㎡、申請地 河芸町浜田小脇    、台帳地目・現況地目とも

田、面積７６㎡ 外２筆で合計面積１６１㎡です。 

これにつきましては、受人は、兼業のため営農を縮小しようとする渡人から

申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号７、地区 黒田、受け人     、面積２０，５３１㎡、渡し人    、

面積８，１２８㎡、申請地 河芸町浜田小脇    、 台帳地目 畑、現況地

目 山林、面積２５７㎡。 

これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小しようとする渡人

から申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号８、地区 黒田、受け人     、面積２０，５３１㎡、渡し人    、

面積１２，２７２．１２㎡、申請地 河芸町浜田小脇    、台帳地目・現況

地目とも田、面積２９㎡ 外３筆で合計面積２６９．３㎡。 

これにつきましては、受人は、病気などにより労力不足の渡人から申請地を

譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号９は取り下げです。 
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番号１０、地区 辰水、受け人     、渡し人     、面積     

７，８７７㎡、申請地 美里町高座原宮之前    、台帳地目・現況地目とも

田、面積１，５０７㎡ 外１２筆で合計面積６，８２８㎡になります。 

これにつきましては、子供への生前部分贈与になります。 

番号１１、地区 草生、受け人     、面積７，５４８㎡、渡し人    、

面積１４，１２９．４１㎡、申請地 安濃町草生小志蔵    、台帳地目・現

況地目とも田、面積８５㎡ 外１２筆で合計面積２，６９７㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方で耕作が不便である申請地を渡人から譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号１２、地区 草生、受け人     、面積１０，５８８㎡、渡し人   、

面積１４，１２９．４１㎡、申請地 安濃町草生平尾    、台帳地目・現況

地目とも畑、面積３８１㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方で耕作が不便である申請地を渡人から譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号１３、地区 草生、受け人     、面積８，８１０．６６㎡、渡し

人    、面積３，４８８．９１㎡、申請地 安濃町安部ヒヤケ    、台

帳地目・現況地目とも田、面積４３８㎡です。 

これにつきましては、受人は、遠方で耕作が不便である申請地を渡人から譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号１４、地区 安濃、受け人     、面積１１０，１２６．７９㎡、渡

し人    、面積６，７８６㎡、申請地 安濃町安濃櫻垣内    、台帳地

目・現況地目とも田、面積２５９㎡ 外１筆で合計面積２，９２４㎡です。 

これにつきましては、受人は、高齢化により労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号１５、地区 安濃、受け人     、面積９５，１３４㎡、渡し人   、

面積６，７８６㎡、申請地 安濃町安濃櫻垣内    、台帳地目・現況地目と

も田、面積３，０３３㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化により労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号１６、地区 安濃、受け人     、面積１２，７４６㎡、渡し人  、

面積６，７８６㎡、申請地 安濃町安濃西川原    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積２７㎡ 外１筆で合計面積２９５㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化により労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大しようとするものです。 

以上合計件数が１５件です。面積は１９，６８３．６２㎡、内訳は、田が   

１６，１７９，３０㎡、畑が３，５０４．３２㎡になります。以上です。 

 

議  長   はい。ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは地

元委員さんの意見を伺います。それでは１番、白塚。 

 

青木委員   ５番 青木です。農振の江藤委員から何ら問題はないということです。よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   はい。２番、栗真。 
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青木委員   ５番 青木です。議案番号２と同様です。 

 

議  長   ３番、片田。 

 

森 委員   ３番 森でございます。本案件につきましては、受け人、渡し人兄弟であり

まして、ただいま事務局の説明の通り許可要件を満たしていると考えておりま

す。地元委員からも特に問題がないと連絡を受けておりますのでよろしくお願

いいたします。 

 

議  長   はい。４番、上野。 

 

前田委員   １４番、前田です。事務局の説明どおりで問題ありません。 

 

議  長   はい、５番、６番、７番、８番 

 

丹羽委員   １３番、丹羽です。５番から８番まで、病気による労働力不足とか、兼業に

よる労働力不足ということで、問題ないと思います。 

 

議  長   はい。分かりました。１０番 辰水。 

 

中川委員   ２０番 中川です。事務局の説明の通り問題ないと思いますのでよろしくお

願いします。 

 

議  長   はい。１１番、草生。 

 

平井委員   ２３番 平井です。番号１１と１２と１３、併せて説明させていただきます。 

６月１４日に現地確認いたしまして、問題ございませんのでよろしくお願い

いたします。 

 

議  長   はい。続けて１４番、１５番、１６番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林です。番号１４、１５、１６、この３件でございますが、まず

１４番、それから１５番、１６番とも譲渡人は    さんで、高齢化による労

働力不足と、後は営農拡大で、許可要件を満たしておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長   はい。ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言が

ございました。 

皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第１号につい

ては、許可することに決定いたします。 

次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会

許可・その他使用収益権）事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・その他使用収益権）でございます。 

番号１ 地区 明合、地役権者     、土地所有者     、申請地 安

濃町野口下合野    、台帳地目・現況地目とも田、面積４０１㎡です。 

これにつきましては    が隣接して所有する住宅の直径１０㎝の塩ビ管

が申請地の地中約５０㎝のところに配管されております。将来にわたりこの土

地の地中を占有していくための地役権を設定しようとするものです。 

この地役権を設定し法務局で登記することにより、万一、所有者が第三者に

この土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地役権を主張できるよう

になります。 

この案件につきましては、農地について、その他の使用及び収益を目的とす

る権利を設定する場合にあたりますことから、農地法第３条の許可案件となり

ます。 

この場合の許可基準といたしましては、いつもご審議いただいております下

限面積などの農地法第３条第２項各号の規定ではなく、同項ただし書きの「地

上権又はこれと同様の権利が設定又は移転されるとき」の基準で判断すること

になります。 

基準は２つありまして、当該農地及びその周辺農地の営農に支障がないこと、

当該農地を利用することの妨げとなる権利者の同意を得ていること、この２つ

の基準を満たしていることが許可の要件になります。 

今回の案件の場合、地中の占有であることから営農には支障はありませんし、

また、利害関係が発生するのは所有者だけで、所有者の同意、契約書の写しも

あることから２つの許可要件を満たしていると考えます。 

議案第２号については、以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします 

 

議  長   はい。それでは明合の地元委員さん。 

 

中林委員   ２２番 中林です。それでは１番の明合地区でございますが、ただいま事務

局のほうから説明がありましたように、既に住宅が建っております排水路の利

用ということでの地役権の制定登記をしたいということでございまして、この

土地の所有者の    に問い合わせをしたところ、間違いないということで、

満たしておりますので、問題はないと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。 

皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第２号につい

ては、許可をすることに決定いたします。 

次に議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １６ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 黒田、申請者     、申請地 河芸町三行大谷    、

台帳地目 田、現況地目 山林、面積１４２㎡外２筆で合計面積１，１５９㎡。 

これにつきましては、耕作不能のため既に山林化しており、始末書の提出が

ありますことから追認しようとするものです。 

番号２、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生中相野    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積２２０㎡。 

これにつきましては、平成２４年１０月から資材置場、物置として既に利用

しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

番号３、地区 草生、申請者     、申請地 安濃町草生野端    、

台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積３２７㎡外３筆で合計面積９９３㎡。 

これにつきましては、平成元年５月から倉庫、資材置場、駐車場として利用

しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

以上件数は３件、合計面積は２，３７２㎡で、その内訳は田７４３㎡、畑    

１，６２９㎡でございます。 

いずれの案件も農地区分は第２種農地と判断され、農地法第４条第２項各号

には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。それでは地元委員さんの意見を伺います。 

１番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。担当は喜多委員で１，０００㎡を超えていることから、

会長、部会長に来ていただき、１４日に現地確認を実施しました。問題はない

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは２番、３番、草生。 

 

平井委員   ２３番 平井です。６月１４日に現地確認を行いました。内容につきまして

は事務局の説明通り、始末書も提出されておりますことから、やむを得ないと

いうことで考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がありました。 

皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第３号については、

許可をすることに決定いたします。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １７ページ、１８ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 神戸、受け人     、渡し人      外１名、申請地 

半田口藤谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積３７㎡ 外３筆で合計面

積４１８，６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、中勢バイパスの

代替地として進入用道路用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 神戸、受け人     、渡し人     、申請地 半田奥

藤谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積２２７㎡。 

これにつきましても、番号１の隣接地で、受人は、渡人より申請地を譲り受

け、中勢バイパスの代替地として進入用道路用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 神戸、受け人      外１名、渡し人     、申請地 

半田上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４００㎡ 外１筆で合計面

積４３９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、駐車場用地とす

るものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 椋本、受け人     、渡し人     、申請地 芸濃町

椋本西豊久野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１１２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、次の案件であり

ます有料老人ホームへの進入用道路用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 椋本、受け人     、渡し人      外１名、申請地 

芸濃町椋本西豊久野    、台帳地目・現況地目とも畑、面積１，４７２㎡ 外

４筆で合計面積３，２５１㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、有料老人ホーム

用地、駐車場用地、進入用道路用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 椋本、受け人     、渡し人     、申請地 芸濃町

椋本中町    、台帳地目・現況地目とも田、面積６５７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、一般個人住宅用

地とするものです。 

なお、一般住宅への転用の許可基準であります面積５００㎡を超えておりま

すことから理由書が添付されております。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号７、地区 草生、受け人     、渡し人     、申請地 安濃町

草生柳    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積３６５㎡ 外１筆で合計面

積６５７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、一般個人住宅及

び駐車場用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号８、地区 草生、受け人     、渡し人     、申請地 安濃町
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草生平尾    、台帳地目 畑、現況地目 道路、面積８４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、進入用道路用地

とするものです。 

なお、この申請地につきましては、昭和３８年ごろから道路として利用され

ており、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号９、地区 安濃、受け人     外１名、渡し人     、申請地 安

濃町曽根知名    、台帳地目・現況地目とも畑、面積４２６㎡ 外２筆で合

計面積１，０４４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、一般個人住宅及

び資材置場用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は９件、合計面積は６，８８９．６１㎡で、その内訳は田     

３，６０３．６１㎡、畑３，２８６㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員

さんの意見を伺います。１番、２番、３番、神戸。 

 

池田委員   １番、池田です。１番と２番は同じ場所でありまして、公共性もあり、何ら

問題ありません。そして３番に関しては、現況、草が茫々で駐車場にするので

あれば何ら問題はないと思います。 

 

議  長   ４番、５番、６番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。４番と５番は会長、部会長さんと現地調査をさせていた

だきました。地元の委員さんからは問題ないと報告をうけていますので、よろ

しくお願いします。 

それと６番ですが、住宅用に建設業者の方が買い受けて、開発するという案

件でございまして、周囲は住宅に囲まれている場所で、問題はないと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   ７番、８番、草生。 

 

平井委員   ２３番 平井です。７番、８番の説明をいたします。まず７番でございます

が、７番につきましては全体面積６５７㎡で５００㎡よりも上回っております

が、これは、申請地が集落の中心部にあることから、防火水槽があるというこ

とです。特に問題はないと思います。 

次、８番でございますが、事務局の説明通り、始末書提出があり、昔から道

路に使っているということもありますので、何ら問題はございませんのでよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ９番、安濃。 
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中林委員   ２２番 中林。９番の安濃でございますが、これも５００㎡を超えておりま

す。１４日に現地確認をしていただきました。このオーバーしている部分は、

個人住宅用地の資材置場用地ということになっております。受け人である 

    さんの息子さんが自営で    の下請業者で、外壁等の資材を置きた

いとの事でした。以上を含めまして特に問題はないと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありま

した。 

皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第４号については、

許可をすることに決定いたします。 

次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

番号１、地区 椋本、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃町

椋本平林    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４３６㎡ 外１筆で合

計面積５０３㎡。 

これにつきましては、借り人が、父である貸し人と使用貸借契約を締結し、

申請地を一般個人住宅及び車庫用地としようとするものですが、昭和５５年ご

ろから既に一般個人住宅及び車庫用地として利用されており、始末書の提出が

ありますことから追認しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 椋本、借り人     、貸し人     、申請地 芸濃町

椋本平林    、台帳地目・現況地とも畑、面積２３５㎡。 

これにつきましては、借り人が、父である貸し人と使用貸借契約を締結し、

一般個人住宅用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 椋本、借り人     、貸し人      外１名、申請地 

芸濃町椋本追上    、台帳地目・現況地とも畑、面積２４９㎡。 

これにつきましては、借り人が、貸し人と使用貸借契約を締結し、一般個人

住宅用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上件数は３件、合計面積は９８７㎡で、すべて畑ございます。 

いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地元委員さんのご意見を伺います。１番、２番、３番、椋本。 
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田中委員   １６番 田中です。    さんは親子関係でございまして、１番は始末書が

提出されており、２番は本宅の東側に新規に息子さんの家を建築しようとする

ものです。３番については、事務局の説明どおり問題ないと思います。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がありま

した。 

皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第５号については、

許可をすることに決定いたします。 

次に議案第６号、非農地証明願について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いいたします。 

議案第６号 非農地証明願について、でございます。 

番号１、地区 村主、願出者     、申請地 安濃町川西藤ヶ森    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積３８５㎡です。 

これにつきましては、居宅兼車庫として、昭和５６年月日不詳で新築の不動

産登記がなされております。３０年以上が経過していると確認できますことか

ら津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定により、

当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当しておりま

す。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは地元委員さんの意見を伺います。村主。 

 

平井委員   ２３番 平井です。事務局の説明通りで、６月１４日に現地確認もしたとこ

ろでございますが、問題ございませんのでよろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。 

皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第６号については、

証明することに決定いたします。 

次に別冊でお配りしました議案第７号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

表紙を１枚めくっていただきまして、農用地利用集積計画地区別集計表をご
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覧ください。 

まず、各地区別に、下の合計欄でご説明いたします。 

津地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借合わせ６２，２３６㎡で、契

約件数は３３件でございます。 

次の河芸地区につきましては、田の使用貸借で２５，７５８㎡、畑の使用貸

借３，５７９．８１㎡で、契約件数は８件でございます。 

次に安濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借合わせ１１，６５６㎡、

畑の使用貸借１６１．８７㎡で、契約件数は４件でございます。 

芸濃地区につきましては、畑の賃貸借９８０㎡で、契約件数は１件でござい

ます。 

美里地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借合わせ９，２６１㎡で、契

約件数は４件でございます。 

香良洲地区につきましては、今回、集積はございません。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１０８，９１１㎡で、

畑の集積が、賃貸借と使用貸借を合わせて、４４，７２１．６８㎡、合計契約

件数は５０件、合計面積は１１３，６３２．６８㎡となっております。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は、津地区１６件、安濃地区３件、芸濃地区１

件、美里地区２件でございます。 

合計で、契約件数が２２件、面積は６０，９８２㎡です。 

なお、今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、議案第７号、農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定による農用地利用集積計画の決定については適正であると認め、

市長に進達することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で第６回第１農地部会を終了いたします。 
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午前１１時００分 

 

 

上記は、第６回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

平成２５年６月２０日 

 

 

                       議  長 

           

                       出席委員 

 

                       出席委員 


